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保護者等ならびに生徒の皆さんへ  

 
京都府立海洋高等学校   
校 長  上林 秋男   

 

春季休業期間における新型コロナウイルス感染症拡大防止について 

 
 平素は本校の教育活動に御理解を賜り、厚く御礼申し上げます。 
 また、新型コロナウイルス感染症拡大防止につきましても、御協力をいただき、ありがと
うございます。 
 さて、新型コロナウイルス感染症の拡大防止対策に係り、３月 13日以降、マスク着用の考
え方について、個人の主体的な選択を尊重することとなっていますが、学校では、３月末ま
では現行どおりマスク着用を基本とする取扱いとしております。４月以降、日常におけるマ
スクの着用を含め学校での対応等に変更がある際には、教育委員会通知等を踏まえ、追って
お知らせすることとします。 
 なお、４月 10日（月）の始業時、本校では、広範囲から生徒が参集することや、感染拡大
が起こりやすい寮・下宿から通学する生徒が多いことから、継続した感染症拡大防止対策が
必要と認識しております。 
 つきましては、明日から始まる春季休業期間においても、下記のとおり対応いただきます
よう、御理解と御協力をお願いいたします。 

 

記 
 

１ 基本的な感染防対策 

（１）メリハリのあるマスクの着用  
（２）３密の回避 
（３）手洗いの励行 
（４）換気の徹底 
 

２ 登校前の検温及び健康観察 

  体調不良時や家族が陽性の場合･･･生徒（教職員）について、体調不良等の症状が見られ

る場合は、無理に登校（出勤）しない。家族に発熱、咳などの症状がある場合には、登校

（出勤）を控える。 
 

３ 寄宿舎・下宿生活について 

  活動における３密を避け、手洗いや咳エチケットの徹底、多数の者が触れる場所の定期

的な消毒、定期的な換気、マスクの着用などにより、環境衛生管理を徹底する。 
 

４ 人権上の配慮について  

  感染者や濃厚接触者、医療従事者や社会機能の維持にあたる方とその家族等に対する偏

見・差別・いじめ・ＳＮＳ等による誹謗中傷は絶対に行わないよう指導を徹底するととも

に、不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることのないように、正しい情報に基づ

いた冷静な行動をとるよう指導を徹底する。 
 
５ その他 

（１）お子様の発熱や感染時には、学校に連絡してください。また、様子から御不安・御心

配な点がありましたら、担任や保健部等へ御相談ください。 

（２）感染拡大の場合、学校（学年・学級）及び寮・下宿の閉鎖等が生じる場合があります。 

※ 連絡先：学校℡（0772-25-0331、平日 8:30～17:00、以外留守電） 


